
 第 3 回定例会         認定第 1 号 

 

令和 4 年度安芸高田市一般会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、令和 4

年度安芸高田市一般会計決算を、別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付

する。 

 

  令和 5 年 9 月 7 日 

    

                     安芸高田市長 石丸 伸二   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































































































